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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 
・平成１９年５月 三重県港湾審議会 
・平成１９年７月 交通政策審議会第２６回港湾分科会 
 
の議を経た尾鷲港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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変更理由 

林町地区において、既設桟橋の老朽化及び、須賀利漁港と

結ぶ定期航路の廃止を踏まえ、旅客船埠頭計画を廃止する。 

また、当該地域の主要産業である水産業の振興のため、小

型船だまり計画を変更する。 

 

 

 
 

―１― 



 

港湾施設の規模及び配置 

１． 旅客船埠頭計画 

１－１ 林町地区 

既設桟橋の老朽化及び須賀利漁港と尾鷲港を結ぶ航路の廃止 

に伴い、旅客船埠頭計画を廃止し、以下の施設を撤去する。 

既設 

小型桟橋  １基 

 
 

―２― 



 

  

２． 小型船だまり計画 

 ２－１ 林町地区 

当該地域の主要産業である水産業の振興のため、小型船だま 

り計画を次のとおり変更する。 

 

泊  地  水深３ｍ   面積 １ha    ［既設］ 

防 波 堤  延長３０ｍ               ［既設］ 

物 揚 場  水深１～３ｍ 延長１７４ｍ   ［既設］ 

小型桟橋   １基（専用）            ［新規計画］ 
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尾鷲港港湾計画図（林町地区） 




